




米軍関係者との交通事故などで
被害を受けられた方へ

近畿中部防衛局は、日米地位協定に基づき、米軍関係者（軍
人・軍属等）の行為（交通事故や器物破損など）により被害を
受けられた方々への損害賠償業務※を行っております。
被害を受けられた場合には、早急に最寄りの警察署まで届け

ていただくとともに、下記の【連絡先】までお知らせください。
※ 日米地位協定第１８条第５項及び第６項に基づく損害賠償業務

防衛省 近畿中部防衛局からのお知らせです。

近畿中部防衛局の「交通安全対策推進チーム」が
皆様からのお問合せやご相談に対応します

【連絡先：交通安全対策推進チーム】
○近畿中部防衛局 業務課（平日8: 30-17: 15）
住所：大阪府大阪市中央区大手前4-1-67大阪合同庁舎２号館
電話：０６－６９４５－４９６４
※夜間及び土日休日の場合：当直室

０６－６９４５－５３８１

○近畿中部防衛局 京丹後現地連絡所（平日8: 30-17: 15）
住所：京丹後市丹後町上野１０５－１（旧宇川中学校内）
電話：０７７２－７６－９０７０

令和５年２月
近畿中部防衛局

近畿中部防衛局は「交通安全対策推進チーム」を結成し
て、交通事故の対応、交通安全対策等に取り組んでいます。
被害者の方からのお問合せやご相談に対しても、チーム

が一丸となって、できる限りのお手伝いを行います。お困
りのことがありましたら、どのようなことでも結構ですの
で、ご相談ください。












